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１．権利の適切な保護１．権利の適切な保護１．権利の適切な保護１．権利の適切な保護

　　　　　　　　　　　　権利の適切な保護は知的財産権の基本である。台湾当局に、出願手続き、

権利化後において、以下の点を改善して頂きたい。

（１）（１）（１）（１）外国語明細書での出願受け入れ制度の維持及びそれに基づく補正の容認外国語明細書での出願受け入れ制度の維持及びそれに基づく補正の容認外国語明細書での出願受け入れ制度の維持及びそれに基づく補正の容認外国語明細書での出願受け入れ制度の維持及びそれに基づく補正の容認

外国語明細書により専利出願を可能とする制度を台湾が採用していること

は日本企業の多くが高く評価しているところであり、今後もこの制度を継

続していただきたい。

一方、出願時に提出された外国語明細書とその後提出された中文翻訳明細

書の間で記載内容に相違があった場合に、従来は広く認められていた外国

語明細書にあわせて中文翻訳明細書を補正することを認めないとする運用

が近年の専利審査基準改正を契機に一部になされているとの意見がある。

このような運用の不統一は専利審査に対する信頼を低下させる要因となる

得るものであり、また同様に外国語明細書による出願を受け入れている日

本等では外国語明細書を基準とした補正を原則として認めていることから、

改善をお願いしたい。

【智慧局の回答】

外国語明細書による出願を引き続き受理することについては、専利法改正草

案においても採用している。ところで、取得可能な出願日の外国語明細書に

ついては、外国語の種類及びそれに記載すべき事項を細則に定めるという規

定を増訂する。中文翻訳明細書の誤訳の訂正に関する規定についても、改正

草案に収めて規範にすることを考慮する。

（２）（２）（２）（２）拒絶理由通知書に対する十分な応答期間の確保拒絶理由通知書に対する十分な応答期間の確保拒絶理由通知書に対する十分な応答期間の確保拒絶理由通知書に対する十分な応答期間の確保

専利出願の審査における拒絶理由通知書に対する応答期間（指定期間）は

通常６０日間となっているところ、拒絶理由通知書やそこで引用された中

国語文献の翻訳が必要となる外国出願人にとっては、この指定期間内に拒

絶理由を十分に検討し適切な対応をすることが困難な場合がある。申請に

より指定期間を延長する制度は存在するが、延長を認める条件等は必ずし

も明確となっていない。少なくとも外国出願人に対しては拒絶理由通知書

に対する応答期間を３ヶ月間あるいはそれ以上としている国も多いことか

ら、台湾においても拒絶理由通知書に対する応答期間を長くしていただく

ことを検討いただくとともに、延長を認める条件、延長を認める期間など

を明確にしていただきたい。

尚、商標出願の審査における拒絶理由通知書に対する応答期間は商標法第



２４条により３０日間と規定されているが、これについても同様に応答期

間を長くしていただくことを検討いただくとともに、延長を認める条件、

延長を認める期間などを明確にしていただきたい。

【智慧局の回答】

● 国外の発明、意匠特許の初審及び再審査における審査意見通知書が指定

する応答期間を現行の 60日から 90日に変更する。一回の延長申請を認

めており、指定期間の総計は 180日を超えないことを原則とする。国内

の出願案件の応答期間は以前どおり 60日である。一回の延長申請を認め

ており、指定期間の総計が 120日を超えないことを原則として、2008年

1月 1日から実施している。

● 商標法第 24条が規定する拒絶理由に対する応答期間は 30日間であり、

智慧局は現在のところ、改正して延長する計画はない。当該期間は法定

の不変期間ではないので、経過しても直ちに意見陳述の権利を喪失する

効果が生じるわけではない。智慧局が正式に審査を拒絶する前に陳述し

た意見書でありさえすれば、商標の審査官は斟酌して判断を下す。しか

も、実務では、出願人が 30日の期限が満了する前に理由書を提出して延

期または猶予を申請することを許可している。外国出願人に対しては、

智慧局は案件内容の複雑度を斟酌し、補正事項については 1回につき最

長 60日間の延長を認めているので、出願人の権益に重大な不利益となる

影響をもたらすことはありえない。

智慧局の計画では、商標法の後段階の改正の際、実務において、出願人

が法定または指定期間が満了する前に、理由書を提出して商標主務官庁

に延長を請求するやり方を認めるとし、商標法（改正草案第 9条第 1項）

に定めて、外界のニーズに応える。

（３）（３）（３）（３）分割出願の時期的要件の緩和分割出願の時期的要件の緩和分割出願の時期的要件の緩和分割出願の時期的要件の緩和

実効性のある専利権を取得するため、出願人は特許査定を受けるまでに特

許請求の範囲に保護を受けようとする発明を多面的・網羅的に記載してお

く必要がある。しかしながら、審査官による先行技術調査結果が示される

前の段階あるいは特許査定・拒絶査定までに、どの範囲まで権利化が可能

かを出願人が見通しを立てることには限界があり、その結果、査定時の特

許請求の範囲が実効的でない場合がある。特許査定あるいは拒絶査定を受

けてから一定期間内は分割出願を可能とする制度を採用する国の多いこと

も鑑み、台湾においても特許査定あるいは拒絶査定を受けてから一定期間

内は分割出願を可能とする制度の採用を検討していただきたい。

【智慧局の回答】

わが国の現行法制の枠組みにおいては、出願人は明細書にある内容について



は審査意見通知書を受領後に、補充・修正の方式をもって、専利請求の範囲

に追加することができる。出願時に専利請求範囲の明細書に記載していない

内容についても、審査前に修正方式によって原出願案件において専利権を取

得することができるので、別案件として出願する方式を採る必要はない。し

たがって、わが国の審査実務は日本と比較するとより緩やかである。何ら通

知がなく特許査定される案件については、特許査定前に検索レポートを提供

して、出願人に修正の機会などを与えるか否かの関連措置は、今後、詳細な

研究を進めていく。

（４）（４）（４）（４）専利権によるコンピュータプログラム自体の保護専利権によるコンピュータプログラム自体の保護専利権によるコンピュータプログラム自体の保護専利権によるコンピュータプログラム自体の保護

コンピュータプログラムに係る発明については、コンピュータプログラム

自体は専利権の対象とされておらず、当該コンピュータプログラムを記憶

した記憶媒体を専利権の保護対象としている。

しかしながら、最近はコンピュータプログラムはネットワークを介して提

供されることも多く、この場合はコンピュータプログラムの提供者はプロ

グラムを記憶媒体に記憶させていないため、提供者を侵害製品の製造ある

いは販売をしている者と解することはできず、記憶媒体の専利権者は提供

者に対して専利権を行使することはできない。また、ネットワークを介し

てコンピュータプログラムの提供を受けたユーザーがコンピュータプログ

ラムをコンピュータにインストールする行為を侵害製品の製造あるいは使

用と解したとしても、コンピュータプログラムのユーザーは多数に及ぶこ

とが多く、専利権者が全てのユーザーに専利権を行使することは事実上不

可能であり、専利権を有効に活用することができない。

このような問題を解決するため、コンピュータプログラム自体を専利権の

対象とすることを検討していただきたい。

【智慧局の回答】

わが国は現在、コンピュータ・ソフト関連の発明専利審査基準(第二篇第九章)

の改正を進めており、審査基準改正草案では、コンピュータプログラム自体(わ

が国では「コンピュータプログラム製品」という)を受け入れ可能な対象とし

ている。つまり、コンピュータプログラム製品を用いて専利請求範囲の請求

項を作成することができるということである。当該審査基準は 2007年 12月

に公聴会を開催しており、公聴会ではこの部分の改正について反対意見は提

出されなかった。したがって、コンピュータプログラム自体を保護範囲に収

めることは確定している。

（５）（５）（５）（５）専利権の間接侵害の創設専利権の間接侵害の創設専利権の間接侵害の創設専利権の間接侵害の創設

台湾においては、専利発明が物の発明の場合にその物の生産にのみ使用す



る物を生産、販売する等の行為、専利発明が方法の発明の場合にその発明

の実施にのみ使用する物を生産、販売する等の行為（以下、「間接侵害」と

いう）は専利権を侵害する行為とはされていない。

このような間接侵害行為については民法第１８５条の共同不法行為として

責任を問えるとの見解もあるが、間接侵害者の直接侵害者に対する教唆な

どを権利者が立証する必要が生じる場合があるなど、専利権者の負担が大

きく専利権の保護として実効的ではない。

このような問題を解決するため、専利法において間接侵害を専利権の侵害

として規定することを検討していただきたい。

【智慧局の回答】

日本側から参考として関連資料を提供していただいたことに感謝する。智慧

局は権利侵害の類型及び態様を収集・研究し、裁判官及び司法の実務界と共

同で研究を進めて、法改正の際に考慮するようにする。

（６）（６）（６）（６）専利権侵害者に対する損害賠償請求における特許表示義務の廃止専利権侵害者に対する損害賠償請求における特許表示義務の廃止専利権侵害者に対する損害賠償請求における特許表示義務の廃止専利権侵害者に対する損害賠償請求における特許表示義務の廃止

専利法第７９条では、専利証番号を専利物品又は包装に表示していない場

合、原則として専利権者は損害賠償を請求することができないと規定して

いる。

しかしながら、専利物品・包装に専利証番号が表示されていなくても、専

利権の存在、専利権の内容などは当業者は専利公報などから認識すること

ができる。他方、一つの製品が多数の専利発明に係わる場合や、半導体製

品のように製品が極めて小さい場合などは、専利製品に専利証番号を適切

に表示することが困難な場合も多いことから、損害賠償請求における特許

表示義務を廃止することを検討していただきたい。

【智慧局の回答】

表示に関する規定の部分については他国の規定を研究し、いかに調整するか

検討する。

（７）（７）（７）（７）意匠権存続期間の長期化意匠権存続期間の長期化意匠権存続期間の長期化意匠権存続期間の長期化

近年は商品のライフサイクルが長期化する傾向にあることから、諸外国で

も意匠権の権利期間は出願日或いは登録日から２０年程度とする傾向にあ

る。台湾においても、出願日から１２年とされている意匠の権利期間の長

期化を検討していただきたい。

【智慧局の回答】



統計によると、意匠権は権利期間の 10 年目には存続率がわずか約 8.9%であ

り、日本の意匠権の存続率が高いのと大きく異なる。わが国の産業では、権

利期間の延長についてはあまり切迫しておらず、現在のところ、この項目の

改正は考慮していない。

（８）強制実施権を（８）強制実施権を（８）強制実施権を（８）強制実施権を安易に設定しないこと安易に設定しないこと安易に設定しないこと安易に設定しないこと

台湾ではここ数年、強制実施権の許諾関連ニュースが多々見られるが、

専利権はそもそも「排他的独占権」であり、強制実施権の許諾は公衆衛生

等、人命に関わる緊急の場合のみ認められるべきである。

　　　また、現行の専利法第７６条第２項で規定されている「競争制限又は不

公正競争の事情」による強制実施権の許諾についても、現状の条文では「処

分が確定」していることが必要であるのに対し、処分が確定していなくて

も強制実施権が発動できる内容の法改正案が２００６年立法院に提出され

た。

　　 これらの動きは、「排他的独占権」である専利権の弱体化を招くものであ

り到底看過することはできない。台湾当局は、安易に強制実施権を認める

べきではない。

【智慧局の回答】

智慧局は、専利権の特許実施を許諾する査定を 2 件行ったが、その際、専門

家や学者を招聘して設立した委員会が数度にわたり慎重に研究分析を進め、

査定を行った。いうところの安易に許可した状況はない。

２．審査及び裁判の品質改善並びに早期化２．審査及び裁判の品質改善並びに早期化２．審査及び裁判の品質改善並びに早期化２．審査及び裁判の品質改善並びに早期化

　迅速且つ的確な専利審査、並びに紛争案件の的確な審理及び早期解決は、知

的財産権制度の根幹に関わる部分である。台湾当局に対して以下の改善をお願

いしたい。

（１）審査の品質改善及び審査期間（１）審査の品質改善及び審査期間（１）審査の品質改善及び審査期間（１）審査の品質改善及び審査期間の短縮の短縮の短縮の短縮

　　　智慧局では、２００７年１月から拒絶理由通知の際に先行技術文献調査

報告書の添付を開始し、また、大量の審査官を新規に採用する等、品質改

善及び審査期間短縮に向けての努力が見られる。特に、２００７年上半期

の拒絶理由が通知されることなく特許査定された案件の割合は、昨年度上

半期と比較して大幅に減少している。

しかしながら、質の劣る審査が依然として見られ、特に瑕疵ある出願が

特許査定されると、出願人・第３者とも被害は甚大である。審査品質向上

及び審査期間短縮のため、引き続き努力して頂きたい。



【智慧局の回答】

専利審査の品質を高めるため、智慧局は引き続き、多くの改善を行い、新た

な措置を推進している。例を挙げると、専利審査の再調査による品質管理制

度の強化、専利発明の逐項審査の徹底、審査結果に対する検索レポート添付、

外部審査官の審査能力の強化、各国と連携した専利検索及び審査結果を承

認、採用するメカニズムの確立、専利審査期間における管理メカニズムの確

立によって、専利審査の品質と効率の向上を達成していく。

何ら通知がなく許可される案件について、許可査定前に予め、検索レポート

を提供して、出願人に明細書修正の機会などを与えるなどの関連措置を採用

するか否かについては、智慧局が詳細な研究を進めていく。そのほかに、内

部では審査時間の短縮を研究する作業計画がすでに完成している。

（２）外部審査官の廃止（２）外部審査官の廃止（２）外部審査官の廃止（２）外部審査官の廃止

　　　近年の外部審査官削減と内部審査官増員の努力は評価できる。しかしな

がら、外部審査官が最終判断を下すことができる現状の制度では品質に問

題があると言わざるを得ず、また、再審査・無効審判案件など重要な案件

についても外部審査官が担当できることは、一定の経験を積んだ者により

再度審査の機会を得るという行政救済制度の趣旨から外れるものである。

例えば、外部審査官は内部審査官に技術的助言はできるが、最終的な判断

は内部審査官が行う等、案件の最終責任は内部審査官が負うようにして頂

きたい。

【智慧局の回答】

わが国は 2007年から外部審査官の人数を 80人まで削減し、短期間に外部審

査官管理制度を強化して、外部審査官の審査品質を内部審査官と同等のレベ

ルに達するようにした。

（３）（３）（３）（３）訴願委員会での手続訴願委員会での手続訴願委員会での手続訴願委員会での手続・審理の省略について・審理の省略について・審理の省略について・審理の省略について

　　　現状の訴願委員会には技術内容が判断できる委員がほとんどいないこと

から、審理内容は手続きの瑕疵の有無など形式的な内容が中心となってお

り、当事者にとって紛争の早期解決の妨げとなっている。智慧局では、訴

願委員会での審理を省略できる専利法改正案を作成中と聞いているが、紛

争の早期解決のため、速やかに法制化して頂きたい。また、紛争の早期解

決のため、商標法についても同様の措置をとって頂きたい。

【智慧局の回答】

現在、改正を進めている専利法の救済制度は日本のやり方を参考にする計画



である。そこで、法改正や学識経験者たちから意見を聞く過程で疑義が生じ

た場合は、貴会に意見を提供していただくよう協力をお願いする。専利及び

商標の再審及び紛争案件の審理段階については、経済部がすでに、智慧局か

ら独立した、外部組織を設立するよう指示を出している。

（４）適切（４）適切（４）適切（４）適切・迅速な裁判・迅速な裁判・迅速な裁判・迅速な裁判

　　　技術的な要素が大きい専利裁判では、裁判官が技術内容を理解できない

ため、現在の裁判では行政が下した判断をそのまま追認する傾向が強い。

２００８年には知財法院が設立される予定であるが、技術調査官を有効に

活用し、専利裁判が適切に行われることを期待する。

　　　なお、知的財産権案件の平均審理時間について、ここ数年、地裁レベル

では期間延長傾向にある。知財法院では民事、刑事、行政訴訟を１元的に

扱うとのことであるが、平均審理期間短縮を図って頂きたい。

【司法院の回答】

一、現行の「各級裁判所案件審理期限実施要点」第 2 点の規定によると、民

事、刑事の通常手続による第一審の審理期限は 1 年 4 カ月、第二審の審

理期限は 2 年となっている。「各級行政裁判所案件審理期限規則」第 6

条は、高等行政裁判所の通常訴訟手続による案件の審理期限を 2 年と規

定している。司法院はすでに、台湾高等裁判所、高等行政裁判所及び各

地方裁判所に専門法廷（専門部門）を設置して、知的財産権案件を審理

している。各裁判所が審理する知的財産権の民事、刑事案件の期間につ

いては、司法院が全て追跡調査を行い、もしも遅れがあるときには、速

やかに進めるよう督促している。

二、わが国は、2008 年 7 月 1 日に知的財産裁判所を成立すると定めている。

当該裁判所は知的財産と関連のある民事、刑事、行政訴訟案件を集中的

に審理する。選任された知的財産裁判所の裁判官は全員、専門訓練を受

け、在職で研修を積んだ者である。また、技術審査官を若干名配置して、

裁判官が技術問題で判断を下す際に補佐する。したがって、将来は必ず

や、知的財産権案件の裁判の品質を高めることができると信じる。

三、わが国が制定した知的財産案件審理法は、知的財産訴訟案件を処理する

ための特別の法律である。裁判所に知的財産に関わる民事、刑事案件を

審理する権限を付与するので、当然ながら、知的財産権の有効な抗弁に

対して判断を下さなければならず、知的財産権に関わる行政訴訟の結果

を待つ必要はない。裁判所は必要なとき、知的財産の主務官庁に当事者

間の知的財産民事案件に参加して、その専門意見を表明し、裁判所の参



酌に供するよう命じることができる。これは全て、知的財産案件の審理

効力を強化するための特別規定である。そのほかに、当該法は司法院に

授権して、知的財産案件審理細則の制定を委ねている。これによって、

知的財産案件の審理範囲およびそのプロセスを明確に規定する。さら

に、当事者が協議を行い、審理計画を定めることを奨励する。また、将

来は知的財産裁判所のＨＰにおいて、各種訴訟手続の審理パターンを公

表し、訴訟に参加する当事者に案件管理の流れを理解してもらい、専門

裁判所と集中審理によって審査を速やかに進めることができるようにす

る。

３．模倣品・海賊版対策３．模倣品・海賊版対策３．模倣品・海賊版対策３．模倣品・海賊版対策

台湾では保護智慧財産権警察大隊を設立し、模倣品・海賊版の取締を専門

的に行う等、近年の模倣品・海賊版撲滅の取り組みは評価する。しかしなが

ら、模倣品・海賊版は以前と比較して少なくなったものの、依然として多く

の場所で見受けられる。また、専利法から刑事罰が削除されたことにより、

権利者側の証拠収集等の負担が増加したため民事訴訟を諦めるケースがあり、

このことが模倣品撲滅の妨げになっている。台湾当局は模倣品・海賊版撲滅

のため、以下の取り組みを行って頂きたい。

（１）専利法の改正１）専利法の改正１）専利法の改正１）専利法の改正

専利法から刑事罰を削除する法改正が行われた後、専利権者は権利侵害

を受けた場合、裁判所に民事救済を訴えるしか対処できなくなった。しか

しながら、民事救済を求める際には侵害者の故意又は過失を証明するとと

もに、侵害行為を立証する必要があるが、相手の故意・過失を証明するこ

と、また、侵害行為を立証することは営業秘密等の問題もあり相当困難で

あり、このことが、専利権侵害を助長している。

台湾当局は専利法に刑事罰を復活させる、或いは、民事訴訟の際に、①

過失の推定規定を導入する、②被告側は侵害行為を否定する時には自己の

行為の具体的態様を明らかにする、等の規定を導入することにより、権利

者側の立証負担を軽減して頂きたい。

【智慧局の回答】

智慧局はすでに、専利権侵害に関わる主観要件、類型、賠償請求の範囲及び

証拠保全などの関連事項について研究を進めており、法改正時には包括的に

考慮していく。また、併せて商標法の改正も包括的に考慮する。過失の細部

に関わる規定部分については、日本法やドイツの法制を参考にして併せて処

理する。間接侵害の部分については、智慧局は権利侵害の類型及び態様の資

料を収集・研究し、裁判官及び司法の実務界と共同で研究を進めて、法改正

に取り入れることを考慮する。



（（（（２）警察２）警察２）警察２）警察・税関での権利者鑑定時間の延長・税関での権利者鑑定時間の延長・税関での権利者鑑定時間の延長・税関での権利者鑑定時間の延長

　　　模倣品・海賊版が発見された場合、警察の場合は被疑者を逮捕したあと

２４時間以内、税関の場合は摘発したあと航空便は４時間以内、船便は２

４時間以内に権利者側が真贋鑑定を行う必要があるが、時間的制約が厳し

すぎるため、対応ができない場合がある。関連機関は、真贋鑑定時間の延

長を検討して頂きたい。また、権利者がより迅速に真贋鑑定できるよう十

分な情報（例えば、①侵害品の写真、②製造企業名、③輸出先業者名等）

を権利者に提供願いたい。

【内政部警政署の回答】

●人民が犯罪容疑で逮捕・拘禁されたとき、逮捕・拘禁した機関は遅くとも

24 時間以内に、審問のためにその管轄裁判所に移送しなければならない。

これは、中華民国憲法第 8条第 2項及び刑事訴訟法第 91条から第 93条の

1 までに明らかに定められている。その他に、実務上では、「検察官及び司

法警察機関職務執行連繋弁法」第 7 条第 2 項が、司法警察官または司法警

察が犯罪容疑者を逮捕または拘禁した後、16 時間以内に犯人を検察官に引

き渡して、その尋問を受けさせなければならないと規定している。上記規

定は人身自由の保護に関する憲法及び法規であり、警察機関は当然ながら

法に基づいて取り扱う。

「権利者が警察機関に赴いて鑑定（認定）する時間の延長」と前掲容疑者

の人身自由の保障を定めた 24 時間の留置期間の部分は、個別案件の具体

的状況に応じて処理する。

【財政部関税総局の回答】

●「税関が商標権及び著作権保護措置と連動して執行する際の作業要点」の

規定では、権利者は税関から通知を受けた後、一定時間内（航空便の輸出

は 4 時間、船便の輸出入及び航空便の輸入は１作業日）に税関に赴いて認

定を行わなければならないと規定しているのみである。そこで、税関は米

国、EU 及び WCO（世界税関機構）の関連規範を収集し研究の上、法改

正の際に取り入れることを考慮する。

（３）税関からの権利侵害（３）税関からの権利侵害（３）税関からの権利侵害（３）税関からの権利侵害者に関する情報提供者に関する情報提供者に関する情報提供者に関する情報提供

　　現在の法律では、商標権又は著作権侵害に関する資料（①貨物発送人、

②輸出入業者、③貨物受取人、④権利侵害貨物の数量等）の提供は、侵害

案件が司法機関の判決によって侵害の事実が確定した時とある。これでは、

全ての権利者は、関連資料を入手する為には、多額の費用と時間をかけて



民事訴訟を行うしか他に方法はなく、模造品製造業者の摘発にはなはだ不

利である。従い、資料の提供時期を、司法による判決ではなく、税関によ

る行政罰が決定した時点で提供されるよう、法律の改正を検討願いたい。

【智慧局の回答】

智慧局は当該議題に関し、各部会の関連部門を招集して協議を行った。結論

は、権利者に権利侵害の貨物に関連する資料を提供することは法律の保留事

項であるため、今後国際間の法的規範を収集し研究の上、法改正を必要とす

るか否かを再度斟酌するというものである。

（（（（４）啓蒙及び報償活動４）啓蒙及び報償活動４）啓蒙及び報償活動４）啓蒙及び報償活動

模倣品・海賊版氾濫の原因の一つとして、一般大衆の知的財産権保護の

観念に対する認識不足があげられる。現在、教育部は学生向けに知財保護

の重要性について教育を行っており、また、経済部ではＴＶコマーシャル

を行う等、啓蒙活動への取り組みは非常に評価できる。引き続き、教育、

ＴＶコマーシャル、広告等を活用した知的財産権遵守の意識向上に務めて

頂きたい。また、保護智慧財産権警察大隊の模倣品・海賊版通報による懸

賞金提供活動についても、継続して頂きたい。

【智慧局の回答】

知的財産権保護に関する教育と指導は、経済部智慧局の施政重点項目の一つ

である。今後も引き続き、電子メディア、新聞、雑誌を活用して、民衆の知

的財産権に関する認識を高め、強化していく。このほか、民衆からの告発を

奨励するため、経済部はすでに、関連の奨励規定を定めて、告発奨励金を提

供することにしている。これによって全民が一致協力し、知的財産権を保護

していく。

（（（（５）ネット犯罪の取締５）ネット犯罪の取締５）ネット犯罪の取締５）ネット犯罪の取締

　　　近年、インターネットを利用した模倣品・海賊版の販売等が増大してい

る。インターネットを使った犯罪は、海外にサーバーを設け、メールで模

倣品・海賊版を申し込むと、第３国から小口宅急便で台湾に送付されるた

め、ユーザーの努力のみでは対処が困難である。台湾当局はこれら犯罪に

対処するため、関係機関が協力しネット犯罪撲滅のための取り組みを行っ

て頂きたい。

【智慧局の回答】

インターネットによる新型の権利侵害犯罪に対応するため、知的財産保護大

隊は「インターネット権利侵害連合特捜小組」を成立して、ネット音楽プラ



ットフォームや BTダウンロードなどのネットによる権利侵害行為に対する

捜査を強化している。保智大隊は同時に、「権利侵害商品の販売」、「不法な

コピーと配信」、「ネットカフェでの権利侵害」、「組織犯罪」などインターネ

ットを通じての多様な権利侵害に対しても、厳しい監視や規制、捜査の強化

を進めて、不法行為を取り締まっている。

執行の成果については、2007 年 12 月末現在、摘発したインターネット権利

侵害案件数は合計 1,791 件、前年同期の 1,596 件より 12.22％増となった。

そのほか、不法なＨＰによる模倣品・海賊版販売や他人がダウンロードする

のにファイルを提供した案件は、2007 年 12 月末現在、音楽・映画のダウン

ロード計 528件、海賊版計 368件、模倣品計 926件に達した。

４．医薬品関連知的財産権の適切な保護４．医薬品関連知的財産権の適切な保護４．医薬品関連知的財産権の適切な保護４．医薬品関連知的財産権の適切な保護

　台湾では、衛生当局の知的財産権軽視の姿勢が大きな問題である。また、偽

薬問題については、知的財産権侵害の侵害に加え、人命をも奪う重大な問題で

ある。台湾当局は以下の要望に対して真摯に対応して頂きたい。

（１）特許権存続期間中の後発（１）特許権存続期間中の後発（１）特許権存続期間中の後発（１）特許権存続期間中の後発医薬品承認について医薬品承認について医薬品承認について医薬品承認について

　　　台湾では、オリジナル医薬品の特許権存続期間中であっても、当局は後

発医薬品の申請を受理・承認を与えており、このことが特許権侵害を助長

する大きな要因の一つとなっている。

①衛生署は智慧局と連携し、特許権存続期間中の後発医薬品の申請を受け

付けない。

②後発医薬品の申請があった場合、申請者に対してオリジナル薬品が有す

る特許権情報の提供を義務付ける、或いは、オリジナルメーカーに対し

て特許権の有無を確認する。

等の措置を執ることにより、後発医薬品の承認はオリジナル薬品の特許権

の権利期間満了を待ってから行って頂きたい。

【行政院衛生署の回答】

わが国の後発医薬品の薬品許可証審査と専利データは形式上、符合する。申

請者に誓約書を提出するよう要求し、もし、市場で販売した薬品に他人の商

標、専利を侵害するような状況があったときには、一切の法的責任を負うこ

とを保証させている。

（２）（２）（２）（２）偽薬の取締について偽薬の取締について偽薬の取締について偽薬の取締について

　　　近年の偽薬の増加は薬品承認制度を根底から覆すものであると同時に、

台湾民衆の健康面に与える被害を考えると看過できない問題である。

偽薬を製造或いは販売した者に対して、罰則を今以上に重くするととも

に、厳しい判決を出して頂きたい。



【行政院衛生署の回答】

一、 不法薬物に対する管理執行の枠組み

1. 部会にまたがる「不法薬物取締特捜会報」を成立させ、半年毎に会

議を開いて、不法薬物の摘発の流れと各摘発機関の協力方式を築い

ている。

2. 衛生署は内政部警政署、法務部調査局とともに、各県・市に連絡窓

口を設け、また、法務部が推進する「民生犯罪取締特捜計画」と連

携している。

3. 衛生署はまた 2006年 5月から、中央と地方の連合による検査の頻度

を増加させ、以前の 3カ月毎を各月に行うことにした。

二、今後の作業重点事項

1. 近赤外（Near IR）測定技術を確立する。国内で最も模倣されている

薬品 18種類について標準品を優先的に確立して、紛らわしい偽薬案

件を早期に発見するため、スピーディーかつ時機を逸せずに測定を

行うようにする。

2. 政府と民間が協力して、監視と規制のメカニズムを確立する。中華

民国老人福利推動連盟および財団法人中華民国消費者文教基金会な

ど民間団体と協力して、監視用ウェブサイトを構築する。

3.社団法人台湾不法薬物取締行動連盟（TMPACT）の設立を指導し、世

界保健機関下の不法薬物取締組織 IMPACT と連携して、国際的な協力

ルートを打ち立てる。

（３）著作権問題について（３）著作権問題について（３）著作権問題について（３）著作権問題について

　　　後発医薬品の添付文書の著作権問題について、裁判所は「薬品査験登記

準則」を理由に著作権侵害を否定している判例がある。しかしながら、「薬

品査験登記準則」はそもそも「法律」ではなく一行政機関が作成した「行

政文書」に過ぎず、当該「行政文書」を根拠にして「法律」で認められて

いる著作者の権利を不当に制限することは到底認められるものではない。

裁判所は「法律」で認められている権利を尊重すると共に、衛生署は著作

権侵害を誘発するような現行の準則を速やかに改正して頂きたい。

【行政院衛生署の回答】

後発医薬品に添付する説明書の著作権問題については、薬品の説明書は本

来、薬典公定書または教科書に記載されている薬理作用、治療効果、配剤禁

忌などの資料及び衛生署薬品検査登記審査準則の規定に基づいて作成され

る。但し、その表現方式が文字による著作物と符合する場合は、当然ながら

著作権法でいう著作に該当する。ところで、薬品の説明書の作成はその公益

性を考慮し、国民が薬品を服用する際の安全と権益を保証するため、現行法

は授権命令をもってそれを詳細に列挙している。現行の実務見解を参酌する



と、現在のところ、各裁判所の判決理由は異なるが、多くの見解は薬品検査

登記審査準則に基づいて作成された薬品説明書は、他人の薬品説明書の著作

権を侵害することにはならないと認めている。これについては、2005 年度

智字第 3号判決、2006年智上字第 9号判決及び 2007年度台上字第 1084号

判決を参酌することができる。

５．知財情報発信の強化について５．知財情報発信の強化について５．知財情報発信の強化について５．知財情報発信の強化について

　　無駄な紛争を回避するため、知的財産権情報の迅速な入手は極めて重要で

ある。智慧局では２００８年７月１日より、独自に開発したデータベースを

外部公開するとのことであるが、その際には、以下の点について実現して頂

きたい。

（１）（１）（１）（１）智慧局智慧局智慧局智慧局 HPHPHPHPの検索機能の充実の検索機能の充実の検索機能の充実の検索機能の充実

　　英語検索機能の充実、他の情報へのリンク機能の充実等、ユーザーの利便

性向上を図って頂きたい。具体的には、日本知的財産権協会名で別途提出し

ている改善要望を是非実現して頂きたい。

【智慧局の回答】

智慧局は現段階では経費及び日程に制約されているので、現有システム及び

機能を統合して維持していくことを第一の要務とし、本局の専利データの開

示義務を果たすことに努めている。目下の計画では、新システムは 2008 年

7 月 1 日にオンライン化し、現有の中華民国専利公報検索システム、英訳シ

ステムおよび連穎 BOT 無料機能を統合し、また、My Patent List、明細書

画像ファイル全編無料ダウンロード、OCR 全文データ検索、英文法律状態

コード及び説明、英訳の権利異動表示、IPC 分類とフォーム検索の結合およ

びデータベースの一括販売などの新たな機能を組み込む予定である。その他

の段階的な機能は、新システムが順調にオンライン化されるのを待って、後

続の機能を拡充していく。

（２）著名商標の（２）著名商標の（２）著名商標の（２）著名商標の HPHPHPHP公表公表公表公表

　　台湾では著名商標にただ乗りする行為が多々見られる。著名商標が第３者

に濫用されると、公衆が誤認混同するのみでなく、商標の持つ識別力が低下

するおそれがあるため、権利者は商標法或いは公平取引法の救済を求める必

要があるが、その為に必要な経費は権利者にとって大きな負担となっている。

それに加え、台湾では訴訟等で著名性が認められた商標を対外公表する制

度がないため、著名商標として認定されたことを知らない別の第３者が当該

商標を利用した場合、権利者はその都度対処する必要があり、このことが権

利者の負担を更に大きくしている。

智慧局は、裁判等で著名性が認められた商標を HPで公表することにより、



無駄な紛争の防止を図って頂きたい。

【智慧局の回答】

一、わが国の法制は現在、司法機関または行政機関がその適用する法律によ

って個別案件を認定しており、著名商標を認定する主務官庁や固定した

手続はない。その認定結果は常に、個別案件の中の証拠資料が充分か否

か、商標権者は継続して使用しているか否か、及び上級裁判所が支持す

るか否かなどの要素によって異なる。しかしながら、わが国の裁判所の

判決結果をサーチして、商標法の条号または商標に関わる文言などのキ

ーワードを入力すれば、裁判所が判決で認定した著名商標の状況を知る

ことができる。但し、智慧局が現在、インターネットで著名商標関連の

案例を公表するのには困難がある。

二、智慧局は 2008 年度には公正な学術機関または研究機関に委託して、

2003-2007 年の 5 年間に各司法機関または行政機関が著名商標であると

認定した案例を収集して分析を行う予定である。もし執行成果が良好で

あれば、研究成果をＨＰで公表することが可能である。智慧局は関連す

る連携メカニズムを確立後、慎重な評価を行って、将来はＨＰで裁判所

が審理した著名商標関連の判決を公表し、各界の参考に供する予定であ

る。

６．公平取引法の適切な運用６．公平取引法の適切な運用６．公平取引法の適切な運用６．公平取引法の適切な運用

　　現在の公平取引法第２０条の規定では、著名商標の侵害行為は、登録・未

登録にかかわらず行政救済を請求できると解釈できる。

しかしながら、最近公平取引委員会では、登録済み著名商標は商標法によ

る救済を求めるべきという理由で公平取引法の救済請求を却下している。こ

れは、法律により補償されている権利を、行政が根拠もなく一方的に制限し

ていると言わざるを得ず、非常に大きな問題である。

公平取引委員会は、法律に規定されている通りに申し立て案件の処理を行

って頂きたい。

【行政院公平取引委員会/智慧局の回答】

一、公平取引法第 20 条の規定でいう「表徴」には、氏名、商号または会社

名、商標、商品容器、パッケージ、外観、他人の商品であることを標示

するに足るその他の表徴を含む。法規範の保護範囲から見ると、商標法

は商標保護については、公平取引法と比較すると特別法の地位にある。



中央法規標準法第 16 条の規定によると、法規がその他の法規が規定す

る同一事項に対して、特別規定を定めている場合は、優先して適用しな

ければならない。それゆえ、本会は 1992年 8月 20日、経済部と分業に

ついて協調を行い、その結論として、登録商標の模倣紛争に関しては経

済部智慧局が取り扱うことになった。

二、登録商標の侵害については、商標法第 81条から第 83条までの規定によ

って、さらに刑事責任を定めている。上記刑法に触れた場合、権利者は

刑事訴訟の規定によって救済を請求しなければならず、検察官および裁

判所の管轄となる。また、行政罰法第 26 条では、一つの行為で同時に

刑法に触れ、行政法上の義務規定に違反した場合は、刑法によってこれ

を処罰すると定めている。同条第 2 項は、「前項行為で不起訴処分また

は無罪、免訴、不受理、審理に付さずとなり、裁判が確定した場合、行

政法上の義務規定違反によってこれを裁決することができる」と規定し

ている。ゆえに、前掲の刑事罰が行政罰に優先するという法理に基づき、

登録商標の侵害はまず刑事手続に基づいて解決することになっている。

三、登録済みの著名商標や未登録の著名商標を問わず、表徴や外国の著名商

標の模倣、およびその他、取引秩序に影響するに足る欺罔、公平を失す

るなどの行為については、商標法第 61条から第 62条までに商標権救済

を請求する規定があるが、公平取引法第 20条または第 24条の規定によ

って告発して救済を求めることもできる。公平会は個別案件に添付され

た証拠資料によって、行為者が模倣・剽窃した対象が社会的に知られた

表徴か否か、または混同などの状況があるか否かを判断した後、処分す

るか否かの決定を委員会が下すので、保護が周到でない、または運用が

不適切であるなどの状況はない。（三．については先方の回答をそのま

ま翻訳しましたが、法律の適用に疑義があったため、公平取引委員会及

び智慧局に再度確認したところ、以下の回答有り。①公平取引委員会が

扱うのは、未登録の商標のみで、登録済み商標について一切取り扱いを

しない、②商標法第６１条から第６２条の救済を求めることができるの

は、登録済み商標のみで、未登録の場合、商標法に基づいた救済は請求

できない。）

四、その他に、権利者が公平会に法規の適用や受理する案例の類型があまり

明確でないという疑念を表明したのに対しては、わが方は 3 月中旬に権

利者団体と協商会議を開く予定であり、席上、討論を通して明確にし、

権利者が今後、権利を主張する際の拠りどころ及び参考にする。

７．国別統計データの充実について７．国別統計データの充実について７．国別統計データの充実について７．国別統計データの充実について

　　知的財産権関連の統計は、専利・商標の出願・登録件数、税関の摘発件数、



警察の摘発件数、検察の起訴件数、民事・刑事・行政訴訟に関する判決件数・

賠償金額・量刑等、多岐に渡るデータがある。

しかしながら、例えば、①「警察機関査緝侵害智慧財産権成果－按國別分」

では、外国としては米国、日本の件数が記載されているが、②「地方法院検

察署智慧財産権案件偵査収結情形」では米国、欧州の件数は記載されている

ものの日本は記載されていない、③税関での水際取締については国別統計が

記載されていない等、対応がバラバラである。

統計データは現状を把握する上で必須の情報であるので、台湾の各知財関

連機関は公表している統計データに、日本を含め主要国の国別データを記載

して頂きたい。

【財政部関税総局の回答】

当総局は関連システムの修正を検討する。

【内政部警政署の回答】

警察機関の知的財産権侵害摘発案件の統計に関しては、日本の件数を加える

ようにする。

【法務部の回答】

一、本題は日系企業が「国別」の法執行に関する統計数値を提供するよう求

めたものである。わが国が米国や欧州諸国に対し定期的に資料を提供し

ている現況に照らし、日系企業にも同様の資料を提供するよう希望した

ものだが、日系企業はどのような種類の数値を必要としているのか明確

に指摘していない。初歩段階での照会では当部の統計処は、外国と関連

のある IPR 案件の被告に関する資料を必要とするのであれば、この部分

は比較的、困難ではなく、また法務統計上の実益もあると表明している。

しかしながら、もし調査を被害者や権利者などに関わる数値にも及ぶと

なると技術上、多少困難があるとも述べている。

二、提案：本題については、日系企業に明確な説明を提出するよう求め、ま

た、機関のどのような統計数値が参考として必要なのか明確に示すよう

お願いする。


